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令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
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監
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埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
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埼
玉
県
代
表
監 

査
委
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訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

査
委
員 

 

別
表
第
一
の
一
一
般
の
事
務
の
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
14
中
「
24
」
を
「
25
」
に
改
め
、
同

欄
17
中
「
23
」
を
「
24
」
に
改
め
、
同
欄
18
中
「
10
」
を
「
９
」
に
改
め
、
同
欄
21
中
「
16
」

を
「
15
」
に
改
め
、
同
欄
27
中
「
22
」
を
「
23
」
に
改
め
、
同
欄
34
中
「
29
」
を
「
30
」
に
改

め
、
50
を
削
除
す
る
。
二
事
務
局
の
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
事
務
の
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄

13
中
「
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
」
を
「
配
偶
者
同
行
休
業
条
例

第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

  

埼
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査

委

員 
埼
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監
査
委
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

明
戸
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 
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理
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坂 
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埼
玉
県
深
谷
市
江
原
九
百
四
十
九
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
川
口
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 
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一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

川
口
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

川
口
都
市
計
画
下
水
道
事
業
川
口
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
十
四
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 
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使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
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⑵ 

雨
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㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
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使
用
の
部
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更
な
し 
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合
流
区
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㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号
で
告
示
し
た
所
沢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 
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一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

所
沢
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

所
沢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
所
沢
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
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収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
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使
用
の
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昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
七 

 
 

 
 

百
一
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

九
百
六
十
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
二
号
、
昭
和
五
十
四
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号
、
昭 

 
 

 
 

和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
四
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三 

 
 

 
 

十
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
三
十
四
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
 

六
百
三
十
七
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

第
三
百
七
十
一
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
五
百
十
五
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
九
号
、
平
成
十
九
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
六
百
七
号
、
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号
、
平
成
二
十 

 
 

 
 

九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
七
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
五
十
一
号
及 

 
 

 
 

び
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
の
事
業
地
に
、
所
沢
市
大
字
南
永
井 

 
 

 
 

字
井
頭
並
び
に
大
字
坂
之
下
字
大
和
田
街
道
、
字
新
田
前
、
字
神
明
前
、
字
甲
舘
出
、 

 
 

 
 

字
丙
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丸
久
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を
加
え
る
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の
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の
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な
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示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
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相 

原 

秀 

行 

 

 

 

 



 

  

さ
い
た
ま
東
村
山
線 

  

路 
 

線 
 

名 

新
座
市
野
火
止
三
丁
目
九
二
八
番
五
地
先
か

ら
同
市
野
火
止
三
丁
目
九
四
四
番
八
地
先
ま

で （
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

二

十

一

年

十

二

月
四
日
付
け
埼
玉
県
朝

霞

県

土

整

備

事

務

所

長
告
示
第
十
四
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域

の
一
部
供
用
開
始
で
あ

る
。 

延
長
一
八
七
・
八
四
メ

ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 
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一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

さ
い
た
ま
東
村
山
線 

新
座
市
野
火
止
三
丁
目
九
二
八
番
五
地
先
か
ら
同
市
野
火
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
丁
目
九
四
四
番
八
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

磯 

田 

和 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

東
京
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
山
口
字
山
下
後
四
十
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
山
下

後
四
十
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

十
五
・
七
五
～ 

一
八
・
二
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
九
五 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

所
沢
市
道
拡
幅
事
業
に

よ
る 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

磯 

田 

和 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

所
沢
武
蔵
村
山
立
川
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
山
口
字
山
下
後
四
十
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
山
下

後
四
十
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

十
五
・
七
五
～ 

一
八
・
二
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
九
五 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

所
沢
市
道
拡
幅
事
業
に

よ
る 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

磯 

田 

和 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
ふ
じ
み
野
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
二
丁
目
一
五
〇
〇

番
七
四
地
先
か
ら
同
市
福
岡
二
丁
目

一
五
〇
〇
番
七
四
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

 
 

一
六
・
〇
〇
～ 

 
 

 

一
八
・
六
〇 

 
 

一
六
・
〇
〇
～ 

一
六
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
五
・
七
八 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
法
第
二
十
四
条
に

基
づ
く
承
認
工
事
に
よ

る 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

     



  

本
庄
寄
居
線 

路 
 

線 
 

名 

 
児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
字
関
在
家 

 

一
二
二
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大 

 

字
甘
粕
字
関
在
家
一
〇
四
番
四
地
先 

 

ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
埼 

 

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八 

 

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開 

 

始
で
あ
る
。
延
長
一
五
三
・
二
〇
メ
ー
ト 

 

ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

本
庄
寄
居
線 

 
 

 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
字
関
在
家
一
二
二
番
一
地
先
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ら
同
郡
同
町
大
字
甘
粕
字
関
在
家
一
〇
四
番
四
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
一
〇
〇
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
九
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
一
〇
一
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
水
穴
四
百
四
十
三
番
一
、
四
百
四
十
四
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
馬
場
八
十
七
番
地
二 

 
 

株
式
会
社
眞
理
恵 

代
表
取
締
役 

馬
場 

和
久 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

砂 

川 

裕 

紀 

 



１ 物品等又は特定役務の名称及び数量 

荒川右岸流域下水道新河岸川上流水循環センター維持管理包括委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県荒川右岸下水道事務所 総務・管理担当 埼玉県和光市新倉六丁目１番

１号 

３ 随意契約の相手を決定した日 

令和２年１月28日 

４ 随意契約の相手の氏名及び住所 

イシガキ・メタウォーターサービス・トーニチ共同企業体 

代表構成員 

株式会社長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町37番地  

構成員  

メタウォーターサービス株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 

株式会社トーニチ 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目402番地  

５ 随意契約に係る契約金額 

1,252,000,000円（税抜き） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第８号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

埼
玉
県
監
査
委
員 

高 

橋 

政 

雄 

埼
玉
県
監
査
委
員 

新 

井 

一 

徳 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
規
程
（
平
成
三
年
埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
監
査
実
施
基
準
」
を
「
監
査
基
準
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号 

 
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
よ
り
新
設

さ
れ
た
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
埼
玉
県
監
査
基
準
を
策
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

山 

本 

光 

紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

佐 

野 

勝 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

高 

橋 

政 

雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

新 

井 

一 

徳 



埼玉県監査基準 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、地方自治法（以下「法」という。）第１９８条の４及び埼

玉県監査委員規程第２条の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査、審査

その他の行為の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 一般基準 

 （基本方針） 

第２条 監査、検査、審査その他の行為を行うに当たっては、県の財務に関す

る事務の執行、県の経営に係る事業の管理及び県の事務又は県の執行機関の

権限に属する事務（地方自治法施行令第１４０条の５第２項に規定する事務

を除く。）の執行が、法令に適合し、正確で、かつ法第２条第１４項及び第１

５項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかについて特に配慮する

ものとする。 

２ 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払っ

てその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形

成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会、知事及び関係のある委員

会又は委員（以下「知事等」という。）に提出する。 

 （監査の範囲及び目的） 

第３条 監査、検査、審査その他の行為のうち、この基準における監査等は次

に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。 

 一 定期監査 

  イ 定義 法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により、各機関

に対し財務及び事務の執行について、期日を定めて年１回以上実施する

監査をいう。 

  ロ 目的 

 （１）財務に関する事務の執行の監査（財務監査）は、当該事務の執行が

適正で経済的、効率的で効果的かどうかを主眼とする。 

 （２）経営に係る事業の管理の監査（事業管理監査）は、当該事務に係る

財務に関する事務の執行のほか、会計経理の処理が合理的かつ能率的

に行われているかどうかを主眼とする。 

 （３）監査対象機関の事務の執行等についての監査（行政監査）は、法令

等に従って適正処理されているかという観点に加えて、費用対効果に

配慮したものとなっているか、所期の成果を上げているかなど、経済

性、効率性、有効性の観点を主眼とする。 

 



 

 二 特定事務監査 

  イ 定義 法第１９９条第１項に規定する財務に関する事務の執行又は同

条第２項に規定する事務の執行について、テーマを定めて実施する監査

をいう。 

  ロ 目的 監査委員が特に重点的に監査を実施する必要があると認められ 

   る特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されている 

   か、費用対効果に配慮したものとなっているか、あるいは所期の成果を 

   上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とした監査を 

   必要に応じて行う。 

 三 随時監査 

  イ 定義 法第１９９条第５項に規定する監査をいう。 

  ロ 目的 定期監査や特定事務監査とは別に、特定の事案について監査を

行う必要がある場合、あるいは不正事件等が発生し急遽監査を行う必要

がある場合などにおいて、監査委員会議の決定を経て実施する。 

 四 財政的援助団体等監査 

  イ 定義 法第１９９条第７項に規定する県が出資する団体（以下「出資

団体」という。）、補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体（以

下「補助金等交付団体」という。）、又は法第２４４条の２第３項に規定

する公の施設の管理を行っている団体（以下「指定管理者」という。）に

対する監査をいう。 

ロ 目的 

（１）出資団体に対する監査は、当該団体について、事業が出資等の目的に

沿って適切に運営されているか、会計経理、財産管理等が適切に行われ

ているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点にも留意

して実施する。 

（２）補助金等交付団体に対する監査は、県が財政的援助を行っている事業

が、補助等の目的に沿って有効かつ効率的に執行されているか、当該団

体に対する指導監督は適正に行われているかを主眼とする。 

（３）指定管理者に対する監査は、公の施設の管理が、管理に当たっての協

定や条件として定められた基準などに従って適切に行われているか、会

計経理、財産管理等が適切に行われているかなどを主眼とする。 

 五 現金出納検査 

  イ 定義 法第２３５条の２第１項に規定する検査をいう。 

  ロ 目的 現金の出納保管の状況について、毎月の計数を確認するととも

に、財政収支の動態を主として計数面から把握し、検証することを主眼

とする。 

 六 指定金融機関等監査 

  イ 定義 法第２３５条の２第２項の規定により、監査委員が必要がある



と認めるときに行う監査をいう。 

  ロ 目的 指定金融機関等が取り扱う公金の収納及び支払の事務処理が、

法令の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼と

する。 

  七 決算審査 

  イ 定義 法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項に規定

する審査をいう。 

  ロ 目的 決算書その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、会計

処理が適正に行われているかどうかを主眼とする。 

 八 基金運用状況審査 

  イ 定義 法第２４１条第５項に規定する審査をいう。 

  ロ 目的 基金運用状況調書その他関係諸表に基づく計数を確認するとと

もに、会計処理が適正に行われているかどうかを主眼とする。 

 九 健全化判断比率等審査 

  イ 定義 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第

２２条第１項に規定する審査をいう。 

  ロ 目的 健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事項を記

載した書類を確認し、比率の算出が適正に行われているかを確認すると

ともに、県財政の健全度を審査することを主眼とする。 

 十 内部統制評価報告書審査 

  イ 定義 法第１５０条第５項に規定する審査をいう。 

    ロ 目的 知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価

が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどう

かの判断が適切に行われているか審査することを主眼とする。    

２ 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その

他の行為（監査等を除く。）については、法令の規定に基づき、かつ、この基

準の趣旨に鑑み、実施するものとする。 

 （倫理規範） 

第４条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準にのっと

ってその職務を遂行するものとする。 

 （独立性、公正不偏の態度及び正当な注意） 

第５条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、そ

の職務を遂行するものとする。 

２ 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。 

 （専門性） 

第６条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運

営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自

らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するた



 

め研鑽に努めるものとする。 

２ 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこ

の基準にのっとって遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営

管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよ

う研鑽に努めさせるものとする。 

 （質の管理） 

第７条 監査委員は、この基準にのっとって、その職務を遂行するに当たり求

められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する

職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。 

２ 監査委員は、実施計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他

の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものと

する。 

 

第３章 実施基準 

 （実施計画） 

第８条 監査委員は、監査等のうち、定期監査、財政的援助団体等監査、現金

出納検査、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査並びに内部

統制評価報告書審査については毎年度、実施計画を策定するものとする。 

２ 実施計画は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リ

スク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容及び程度、

過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、策定

するものとする。 

３ 実施計画には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める

事項を記載するものとする。 

 一 監査等の種類 

 二 実施方針 

 三 実施機関（団体） 

 四 対象年度 

 五 実施方法、実施期間及び実施場所 

 六 結果の報告及び公表 

 七 執行上の留意事項 

４ 監査委員は、実施計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した

場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて

適宜、実施計画を修正するものとする。 

 （リスクの識別と対応） 

第９条 監査委員は、監査等（内部統制評価報告書審査を除く。本条、次条第

２項並びに第１６条第３項及び第４項において同じ。）の対象のリスクを識別

し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとす



る。 

 （内部統制に依拠した監査等） 

第 10条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状

況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。 

２ 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適

切に監査等を行うものとする。 

 （監査等の実施手続） 

第11条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、

実施計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。 

 （監査等の証拠入手） 

第 12条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入

手するものとする。 

２ 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若し

くは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手

続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。 

 （各種の監査等の有機的な連携及び調整） 

第 13条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調

整し、監査等を行うものとする。 

 （監査専門委員、外部監査人等との連携） 

第 14条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査

させることができる。 

２ 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することが

できるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。 

 

第４章 報告基準 

 （監査等の結果に関する報告等の作成及び提出） 

第 15条 監査委員は、定期監査、特定事務監査、随時監査及び財政的援助団体

等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、知事等に提出するものとす

る。 

２ 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添え

てその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講

ずる必要があると認める事項については勧告することができる。 

３ 監査委員は、現金出納検査及び指定金融機関等監査の結果に関する報告を

作成し、議会及び知事に提出するものとする。 

４ 監査委員は、決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査及び内

部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を知事に提出するものとする。 

 （監査等の結果に関する報告等への記載事項） 

第 16条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他



 

監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。 

 一 この基準に準拠している旨 

 二 監査等の種類 

 三 監査等の対象 

 四 監査等の着眼点（評価項目） 

 五 監査等の実施内容 

 六 監査等の結果 

２ 前項第六号の監査等の結果には、第３条第１項各号に掲げる監査等の種類

に応じて、重要な点において第２条第１項に掲げる趣旨が認められる場合に

はその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。 

３ 第１項第六号の監査等の結果には、第３条第１項各号に掲げる監査等の種

類に応じて、重要な点において第２条第１項に掲げる趣旨が認められない場

合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。 

４ 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容

を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明

らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。 

５ 前項の是正又は改善が必要である事項のうち、定期監査、特定事務監査、 

 随時監査及び財政的援助団体等監査に関するものについては、指摘事項及び 

 注意事項に区分して記載するものとする。 

６ 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、知事による評価が評価 

 手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備 

 について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考え 

 られる場合は、その内容を記載するものとする。 

 （合議） 

第 17条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるも

のとする。 

 一 監査の結果に関する報告（定期監査、特定事務監査、随時監査及び財政

的援助団体等監査に限る。以下同じ。）の決定 

 二 監査の結果に関する報告に添える意見の決定 

 三 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定 

 四 決算審査に係る意見の決定 

 五 基金運用状況審査に係る意見の決定 

 六 健全化判断比率等審査に係る意見の決定 

 七 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定 

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見

が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項が

ある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を知事等に

提出するとともに公表するものとする。 



 （公表） 

第 18条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものと

する。 

 一 監査の結果に関する報告の内容 

 二 監査の結果に関する報告に添える意見の内容 

 三 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容 

 （措置状況の公表等） 

第 19条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に

関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該

措置の内容を公表するものとする。 

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関す

る報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるも

のとする。 

 

第５章 補則 

 （委任） 

第 20条 この基準の実施に関し必要な事項は、監査事務局長が定める。 

 

   附 則 

１ この基準は、平成１０年１０月１日から施行する。 

２ 監査事務実施要領（平成９年１１月２８日決裁）、埼玉県監査実施基準（平 

 成９年１１月２８日決裁）、指摘事項の区分及び分類基準（平成３年１２月１ 

 ７日決裁）、 指摘事項の取扱い基準（平成９年１月３１日決裁）、財政援助団 

 体等監査指摘事項の取扱い基準（平成９年１月３１日決裁）、監査復命書作成 

 について（平成９年１１月２８日決裁）及び現金出納検査の実施に必要な事 

 項（平成７年６月８日決裁）は、廃止する。 

３ 平成９会計年度を対象とする監査等の計画、実施及び結果に係る事務の取 

 扱い並びに平成１０年度に実施することをすでに計画している監査等に係る 

 事務の取扱いについては、なお、従前の例による。 

      附 則 

  この基準は、平成１４年３月２２日から施行する。 

      附 則 

  この基準は、平成１５年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この基準は、平成１５年８月１２日から施行する。 

      附 則 

  この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 



 

      附 則 

 この基準は、平成１８年４月１８日から施行する。 

   附 則 

  この基準は、平成２０年６月１２日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２４年７月４日から施行する。 

      附 則 

１ この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和元年度に実施した監査等の結果に係る事務の取扱いについては、なお、

従前の例による。 

 

 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

岡 

本 

信 

明 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ

と
連
接
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
は
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合

及
び
埼
玉
県
が
疾
病
検
査
を
行
う
場
合
を
除
き
、
コ
イ
の
生
き
た
ま
ま
の
持
ち
出
し
及
び
コ
イ

の
持
込
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 

指
示
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

岡 

本 

信 

明 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
コ
ク
チ
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
及
び
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
採

捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
河
川
湖
沼
及
び
そ
の
連
続
す
る
水
域
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
目
的
で
行
う
場
合
で
あ
っ
て
埼
玉
県
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

対
象
区
域 

 
 

県
内
の
公
共
用
水
面 

三 

指
示
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 


	Kenpo91
	t91_20200324-001i13332comp
	t91_20200324-002i13322comp
	t91_20200324-003i13390comp
	t91_20200324-004i13391comp
	t91_20200324-005i13371comp
	t91_20200324-006i13372comp
	t91_20200324-007i13291comp
	t91_20200324-008i13292comp
	t91_20200324-009i13328comp
	t91_20200324-010i13398comp
	t91_20200324-011i13399comp
	t91_20200324-012i13403comp
	t91_20200324-013i13283comp
	t91_20200324-014i13318comp
	t91_20200324-015i13327comp
	t91_20200324-016i13231comp
	t91_20200324-017i13232comp

